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地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
十
九
年
三
月
二
日
に

「
香
美
市
特
別
職
の
職
員
で
非

常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
改
正
条
例
）」

の
廃
止
を
求
め
る
直
接
請
求

（
※
１
）
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
昨
年
十
二
月
の
議
会
で
可

決
さ
れ
た
議
会
議
員
の
報
酬
額

を
改
正
す
る
内
容
の
条
例
を
廃

止
す
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
す
。

　
市
長
は
意
見
書
で
、

①
　
先
の
合
併
協
議
会
の
調
整

方
針
で
、
「
議
会
議
員
の
報

酬
額
は
、
現
行
報
酬
額
及
び

同
規
模
の
自
治
体
の
例
を
も

と
に
調
整
す
る
」
と
な
っ
て

お
り
、
合
併
前
の
暫
定
報
酬

等
審
議
会
に
お
い
て
、
在
任

特
例
後
の
額
に
つ
い
て
は
、「
新

市
が
発
足
し
て
か
ら
検
討
す

べ
き
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い

た
こ
と
。

②
　
合
併
後
、
三
十
八
人
の
議

員
が
在
任
特
例
満
了
後
二
十

五
人
と
な
り
、
県
内
の
類
似

団
体
の
報
酬
額
と
比
較

す
る
と
著
し
く
低
い
額

と
な
っ
て
い
た
こ
と
。

③
　
昨
年
十
一
月
に
香
美

市
特
別
職
等
報
酬
審
議

会
を
開
催
し
、
議
会
議

員
の
報
酬
額
を
上
げ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
全

員
一
致
で
賛
成
と
な
り
、

改
定
後
の
額
は
、
県
内

の
九
市
を
参
考
と
し
、

そ
の
中
で
も
人
口
の
類

似
し
て
い
る
香
南
市
、

土
佐
市
お
よ
び
須
崎
市

を
参
考
に
社
会
情
勢
や

本
市
の
財
政
状
況
も
考

え
慎
重
な
議
論
の
末
に

決
定
さ
れ
、
そ
の
施
行

期
日
は
今
年
四
月
一
日

と
の
答
申
を
受
け
た
。

こ
れ
に
は
、
議
員
定
数

は
、
県
下
の
他
市
と
比

べ
る
と
多
す
ぎ
る
と
の

意
見
も
多
数
あ
っ
た
こ

と
が
付
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

答
申
を
受
け
昨
年
十
二
月
に

条
例
案
を
提
案
し
、
議
決
さ

れ
た
こ
と
。

④
　
香
美
市
の
発
展
に
は
一
部

の
地
域
だ
け
で
な
く
市
全
域

で
の
活
動
が
求
め
ら
れ
、
こ

の
広
い
エ
リ
ア
を
十
分
に
活

動
で
き
る
条
件
整
備
が
必
要

で
あ
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て

若
い
有
能
な
方
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
い
た
だ
い
て
市
政
に

新
し
い
風
を
吹
き
込
ん
で
い

た
だ
く
た
め
に
も
生
活
の
基

盤
と
な
る
一
定
の
収
入
が
必

要
で
あ
る
こ
と
。

⑤
　
ま
た
、
支
出
面
で
は
、
在

任
特
例
時
三
十
八
人
の
報
酬

議
員
報
酬
を
改
正
す
る
条
例
の

議
員
報
酬
を
改
正
す
る
条
例
の

　
　
　
廃
止
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め
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直
接
請
求
を
否
決
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す
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を
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廃
止
を
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め
る
直
接
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議
員
報
酬
を
改
正
す
る
条
例
の

　
　
　
廃
止
を
求
め
る
直
接
請
求
を
否
決

〜
条
例
提
案
の
経
緯
に
つ
い
て
〜

【参考とされた類似団体と香美市（条例改正後）の議会議員報酬額】
市　名

（住基人口）
香　南　市
（３４,１７９人）
土　佐　市
（３０,１６８人）
須　崎　市
（２６,４２６人）

香　美　市
（２９,６５２人）

改正後

改正前

議長

３９０,０００円

４１０,０００円

３５６,０００円

３９０,０００円

３０３,０００円

副議長

３５０,０００円

３７０,０００円

３０４,０００円

３３０,０００円

２３１,０００円

常　任
委員長

３１０,０００円

３５５,０００円

２９４,０００円

３１０,０００円

２１５,０００円

議員

２９０,０００円

３４５,０００円

２８５,０００円

２８５,０００円

２０７,０００円

議員
数

２６

２０

２０

２５

住民の関心も高く、傍聴席は満席に（３月１６日の平成１９年第１回定例会）
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等
の
年
間
総
額
は
約
一
億
二

千
七
百
万
円
で
、
条
例
改
正

後
二
十
五
人
の
そ
れ
は
約
一

億
一
千
七
百
万
円
と
な
り
、

年
間
約
一
千
万
円
の
削
減
額

と
な
る
こ
と
。

⑥
　
今
回
の
直
接
請
求
は
、
真

摯
に
受
け
止
め
る
が
、
以
上

の
よ
う
に
慎
重
な
審
議
を
重

ね
た
結
果
で
あ
り
、
条
例
を

廃
止
す
る
必
要
は
な
い
。

以
上
の
意
見
を
述
べ
、
条
例
案

を
提
案
し
ま
し
た
。

　
三
月
十
六
日
、
議
会
は
、
市

長
の
意
見
と
条
例
制
定
請
求
代

表
者
の
意
見
を
聞
き
、
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
討
論
が
行
わ
れ
、

採
決
の
結
果
、
議
案
は
賛
成
少

数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
議
会
議
員
報

酬
は
四
月
か
ら
改
正
さ
れ
ま
し

た
が
、
市
長
は
、
こ
の
直
接
請

求
を
謙
虚
に
受
け
止
め
、
市
民

に
対
す
る
情
報
の
公
開
や
、
市

政
に
対
し
て
多
く
の
市
民
参
加

が
得
ら
れ
る
よ
う
な
取
り
組
み

を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

　
以
下
、
そ
の
経
過
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

議
員
報
酬
を
改
正
す
る
条
例
の

　
　
　
廃
止
を
求
め
る
直
接
請
求
を
否
決

議
員
報
酬
を
改
正
す
る
条
例
の

　
　
　
廃
止
を
求
め
る
直
接
請
求
を
否
決

し

【直接請求と条例提案の経過】

平成１８年１２月１９日

平成１９年１月２３日

平成１９年１月２４日

平成１９年２月７日

平成１９年２月２１日

平成１９年２月２２日
　
平成１９年２月２８日

平成１９年３月１日

平成１９年３月２日

平成１９年３月７日

平成１９年３月１６日

平成１８年第４回香美市議会定例会において、「香美市特別職の職員で非常勤のもの
の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」が可決されました。

請求代表者から市長に条例改廃請求代表者証明書の交付申請がありました。

市長は、請求代表者に条例改廃請求者代表者証明を交付し、その旨告示しました。

請求代表者から香美市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。

香美市選挙管理委員会は、署名簿を左記期間中縦覧に供しました。

香美市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議申立てがなかったため、有効署名総
数を１,７２１人とし、署名簿を請求代表者に返付しました。

請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例の改廃請求（※２）がありました。
市長はこれを受理し、請求代表者の住所、氏名および請求の要旨を告示しました。

市長は、平成１９年第１回香美市議会定例会において、「議案第４８号　香美市特別
職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
を廃止する条例」に意見書を付し、提案しました。
市議会議長は、請求代表者が３月１６日開催の市議会本会議において意見陳述をす
ることを議決し、告示をしました。

市長から提案理由の説明の後、続いて請求代表者から意見陳述があり、討論の後、
議会は、同議案について否決しました。
市長は、議会で否決されたことの旨を告示しました。

※１　直接請求制度とは、住民が、条例の制定・改廃、事務の監査、議会の解散、議員・市長等の解職を請

求することができる制度で、条例の制定・改廃の請求の場合は、有権者の総数の５０分の１以上の連署を

もって、その代表者から市長へ請求することができます。

※２　条例の改廃請求に際し付されていた請求代表者の請求の要旨（全文）

　　　財政基盤の弱い本市は、税の負担増で市民生活は大変です。市長自らも一般財源の減少が心配されて

いる折から、昨年１２月の第４回定例議会で引き上げを可決した市議会議員に対する報酬額を、今回は遠

慮され引き上げ前の報酬額にするよう求めるものです。

香美市選挙管理委員会は、審査終了時における有効署名の総数等を告示しました。
　署名、押印したものの総数　１,８６７人
　有効署名の総数　１,７２１人
　無効署名の総数　１４６人

～


